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指標名 県内順位 指標値 単位 年次 

１．総面積 3 537.86 ｋ㎡ 令和 2 年 10 月 1 日 

２．林野面積 3                47,128  ha 平成 27 年 2 月 1 日 

３．経営耕地面積（総農家） 6                 1,034  ha 平成 27 年 2 月 1 日 

４．総人口（国勢調査） 5                27,513  人 平成 27 年 10 月 1 日 

５．人口（国勢調査・男） 5                13,261  人 平成 27 年 10 月 1 日 

６．人口（国勢調査・女） 5                14,252  人 平成 27 年 10 月 1 日 

７．総人口（住民基本台帳） 6                26,088  人 令和 2 年 1 月 1 日 

８．人口（住民基本台帳・男） 6                12,274  人 令和 2 年 1 月 1 日 

９．人口（住民基本台帳・女） 6                13,814  人 令和 2 年 1 月 1 日 

１０．世帯数 5                13,083  世帯 令和 2 年 1 月 1 日 

１１．世帯人員 19                   1.99  人（1 世帯当たり） 令和 2 年 1 月 1 日 

１２．人口増減数 24                  -231  人 平成 31 年 1 月 1 日～12 月 31 日 

１３．人口密度 19                   48.5  人（１ｋ㎡当たり） 令和 2 年 1 月 1 日 

１４．出生率 15                     4.7  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

１５．死亡率 21                   17.9  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

１６．年少人口割合 11                   10.2  ％ 令和 2 年 1 月 1 日 

１７．生産年齢人口割合 11                   50.3  ％ 令和 2 年 1 月 1 日 

１８．老年人口割合 24                   39.5  ％ 令和 2 年 1 月 1 日 

１９．老年化指数 25                386.89  ％ 令和 2 年 1 月 1 日 

２０．有権者数 6                22,376  人 令和 2 年 12 月 1 日 

２１．外国人数 4                    214  人 平成 27 年 10 月 1 日 

２２．市町村内総生産 6                78,104  百万円 平成 29 年度 

２３．名目経済成長率 13                     4.1  ％ 平成 29 年度 

２４．卸小売事業所数 26                   9.59  事業所（人口千人当たり） 平成 28 年 6 月 1 日 

２５．飲食店数 18                   4.27  店（人口千人当たり） 平成 28 年 6 月 1 日 

２６．事業所数 31                 45.37  事業所（人口千人当たり） 令和元年 6 月 1 日 

２７．事業所従業者数 10                   7.64  人（１事業所当たり） 平成 28 年 6 月 1 日 

２８．製造品出荷額等 9                 2,242  万円（従業者１人当たり） 平成 30 年 

２９．製造品出荷額等 5                32,885  百万円 平成 30 年 

３０．製造業事業所数 24                   1.63  事業所（人口千人当たり） 令和元年 6 月 1 日 

３１．製造業事業所数 9                      43  事業所 令和元年 6 月 1 日 

３２．製造業従業者数 3                 1,467  人 令和元年 6 月 1 日 

３３．農業産出額 13                      41  千円（耕地面積１アール当たり） 平成 30 年 

３４．農業産出額 18                 4,117  千円（１農家当たり） 平成 30 年 

３５．農家数 4                 1,715  戸 平成 27 年 2 月 1 日 

３６．販売農家比率 22                 58.08  ％ 平成 27 年 2 月 1 日 

３７．販売農家人口増減率 15                -22.13  ％ 平成 22 年 2 月 1 日・平成 27 年 2 月 1 日 

３８．農道延長 24                 162.2  ｍ（１ｋ㎡当たり） 令和元年度 

３９．林業就業者数 5                      94  人 平成 31 年 3 月 31 日 

４０．林家数 4                 1,412  戸 平成 27 年 2 月 1 日 

４１．保有山林面積 22                   6.19  ha（林家１世帯当たり） 平成 27 年 2 月 1 日 

４２．林道延長 6                 504.4  ｍ（１ｋ㎡当たり） 令和元年度 

４３．漁業就業者数 20                       -  人 平成 30 年 11 月 1 日 

４４．漁船数 20                       -  隻 平成 30 年 11 月 1 日 

市の主要指標（1） 



 

 

 
 

指標名 県内順位 指標値 単位 年次 

４５．財政規模 29              653,325  円（１人当たり歳出決算額） 令和元年度 

４６．財政力指数 10                   0.31  0 令和元年度 

４７．個人市町村民税 12                35,983  円（１人当たり） 令和元年度 

４８．市町村税負担額 15              103,763  円（１人当たり） 令和元年度 

４９．小学校数 11                       8  校 令和 2 年 5 月 1 日 

５０．中学校数 11                       4  校 令和 2 年 5 月 1 日 

５１．高等学校数 10                       1  校 令和 2 年 5 月 1 日 

５２．小学校児童数 6                 1,089  人 令和 2 年 5 月 1 日 

５３．小学校児童数 8                    136  人（１校当たり） 令和 2 年 5 月 1 日 

５４．中学校生徒数 6                    472  人 令和 2 年 5 月 1 日 

５５．中学校生徒数 5                    118  人（１校当たり） 令和 2 年 5 月 1 日 

５６．高等学校生徒数 7                    345  人 令和 2 年 5 月 1 日 

５７．大学・短大等進学率 7                   39.7  ％ 令和 2 年 5 月 1 日 

５８．公民館数 4                      13  館 令和元年度 

５９．図書館数 2                       3  館 令和元年度 

６０．体育館数 4                       5  館 令和元年度 

６１．労働力率 24                 53.55  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６２．第１次産業就業者比率 23                   18.4  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６３．第２次産業就業者比率 23                   16.9  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６４．第３次産業就業者比率 9                   63.2  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６５．雇用者比率 11                   70.2  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６６．女性就業者比率 18                   46.0  ％ 平成 27 年 10 月 1 日 

６７．老人クラブ数 5                      34  クラブ 令和 2 年 3 月 31 日 

６８．老人クラブ会員数 24                   90.7  人（60 歳以上人口千人当たり） 令和 2 年 3 月 31 日 

６９．老人ホーム数 5                       5  箇所 令和 2 年 4 月 1 日現在 

７０．国民年金被保険者数 13                    148  人（人口千人当たり） 令和 2 年 3 月 31 日現在 

７１．国民年金被保険者数 6                 3,861  人 令和 2 年 3 月 31 日現在 

７２．公営住宅等数 31                   10.4  戸（人口千人当たり） 平成 27 年度 

７３．水道普及率 27                      88  ％ 平成 31 年 3 月 31 日現在 

７４．ごみ総排出量 25                    289  ｔ（人口千人当たり） 平成 30 年度 

７５．旅券申請件数 18                       3  件（人口千人当たり） 令和 2 年 

７６．市町村道改良率 27                 34.82  ％ 平成 31 年 4 月 1 日現在 

７７．市町村道舗装率 20                   82.0  ％ 平成 31 年 4 月 1 日現在 

７８．自家用車数 29                     1.5  台（１世帯当たり） 令和 2 年 3 月 31 日 

７９．交通事故発生件数 21                   1.42  件（人口千人当たり） 令和元年 

８０．交通事故死傷者数 18                     1.7  人（人口千人当たり） 令和元年 

 

 

 

 

市の主要指標（2） 



 

 

 
 

指標名 県内順位 指標値 単位 年次 

８１．従業地別医師数 18                     1.3  人（人口千人当たり） 平成 30 年 12 月 31 日 

８２．従業地別歯科医師数 10                     0.6  人（人口千人当たり） 平成 30 年 12 月 31 日 

８３．従業地別薬剤師数 14                   1.79  人（人口千人当たり） 平成 30 年 12 月 31 日 

８４．看護師数 18                 11.17  人（人口千人当たり） 平成 30 年 

８５．医療施設数 16                   0.96  施設（人口千人当たり） 令和元年 10 月 1 日 

８６．歯科診療所数 11                   0.46  所（人口千人当たり） 令和元年 10 月 1 日 

８７．病床数 12                 25.76  床（人口千人当たり） 令和元年 10 月 1 日 

８８．国民健康保険加入率 20                 25.34  ％ 令和元年度 

８９．国民健康保険診療費 14        370,298.05  円（被保険者１人当たり） 令和元年度 

９０．悪性新生物死亡率 25                   3.72  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

９１．脳血管疾患死亡率 16                   1.41  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

９２．心疾患死亡率 19                   2.96  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

９３．犯罪発生率 7                       4  ‰（人口千人当たり） 令和元年 

９４．犯罪検挙率 25                 35.45  ％ 令和元年 

９５．火災発生件数 7                   0.69  件（人口千人当たり） 令和元年 

９６．火災損害額 9             2,758.17  千円（火災１件当たり） 令和元年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の主要指標（3） 



 

 

 
 

 

NO. 指  標  名 資    料 出      所 備          考 

1 総面積 
全国都道府県市区町村別

面積調 

国土交通省国土地理

院 
  

2 林野面積 
農林業センサス 農林水産省 

「森林面積」ではなく「林野

面積」であることに留意 

3 経営耕地面積（総農家）   

4 総人口（国勢調査） 

国勢調査 総務省統計局 

  

5 人口（国勢調査・男）   

6 人口（国勢調査・女）   

7 総人口（住民基本台帳） 

住民基本台帳に基づく人

口・人口動態及び世帯数調

査 

総務省自治行政局 

  

8 人口（住民基本台帳・男）   

9 人口（住民基本台帳・女）   

10 世帯数   

11 世帯人員   

12 人口増減数   

13 人口密度 

住民基本台帳に基づく人

口・人口動態及び世帯数調

査、市町村別面積調 

総務省自治行政局・国

土交通省国土地理院 
  

14 出生率 

住民基本台帳に基づく人

口・人口動態及び世帯数調

査 

総務省自治行政局 

年間の出生数/人口×

1,000 

15 死亡率 
年間の死亡数/人口×

1,000 

16 年少人口比率 
15 歳未満人口の占める

割合 

17 生産年齢人口比率 
15～64 歳人口の占める

割合 

18 老年人口比率 
65 歳以上人口の占める

割合 

19 老年化指数 
65 歳以上人口/15 歳未満

人口×100 

20 有権者数 選挙人名簿 県選挙管理委員会   

21 外国人数 国勢調査 総務省統計局 
日本人・外国人の別「不

詳」を除く 

22 市町村内総生産 
市町村経済統計書 県統計分析課 

  

23 名目経済成長率   

24 卸小売事業所数 

経済センサス - 基礎調査、

活動調査 

総務省統計局・経済産

業省 

高知県独自集計 

25 飲食店数   

26 事業所数 
  

27 事業所従業者数 

 

 

  

市の主要指標（出典1） 



 

 

 
 

 

NO. 指  標  名 資    料 出      所 備          考 

28 
製造品出荷額等（従業者１人当た

り） 

経済センサス - 活動調査、

工業統計調査 

総務省統計局・経済産

業省 

該当事業所が 1 又は 2 カ

所の場合は、その事業所

の秘密を保護するためＸ

で表示 
29 製造品出荷額等 

30 製造業事業所数（人口千人当たり）   

31 製造業事業所数   

32 製造業従業者数   

33 農業産出額 市町村別農業産出額 

農林水産省 

耕地面積当たり 

34 農業産出額 四国農林水産統計年報 
農林業センサスの農家数

当たり 

35 農家数 

農林業センサス 

  

36 販売農家比率 

販売農家：経営耕地面積

30ａ以上、又は農産物販

売金額が 50 万円以上の

農家 

37 販売農家人口増加率 

  38 農道延長 市町村行財政の状況 県市町村振興課 

39 林業就業者数 県森づくり推進課資料 県森づくり推進課 

40 林家数 

農林業センサス 農林水産省 

林家数：保有山林面積が

１ha 以上の世帯（平成 2

年以前の調査では 10a 以

上の世帯を林家としてい

る） 

41 保有山林面積 

42 林道延長 市町村行財政の状況 県市町村振興課   

43 漁業就業者数 
漁業センサス 農林水産省 

  

44 漁船数   

45 財政規模 

市町村行財政の状況 県市町村振興課 

  

46 財政力指数 ３カ年平均指数 

47 個人市町村民税   

48 市町村税負担額   

49 小学校数 

学校基本調査 県統計分析課 

義務教育学校を含む 
50 中学校数 

51 高等学校数 全日制・定時制 

52 小学校児童数 

学校所在地による集計 

義務教育学校を含む 

53 小学校の児童数（１校あたり） 

54 中学校生徒数 

55 中学校の生徒数（１校あたり） 

56 高等学校生徒数 学校所在地による集計 

全日制・定時制 57 大学・短大等進学率 

市の主要指標（出典2） 



 

 

 

 
 

NO. 指  標  名 資    料 出      所 備          考 

58 公民館数 

市町村行財政の状況 県市町村振興課   59 図書館数 

60 体育館数 

61 労働力率 

国勢調査 総務省統計局 

労働力人口/15 歳以上人

口（労働状態「不詳」を除

く）×100 

62 第 1 次産業就業者比率 

  63 第 2 次産業就業者比率 

64 第 3 次産業就業者比率 

65 雇用者比率 雇用者/就業者×100 

66 女性就業者比率 
女性就業者/15 歳以上女

性人口×100 

67 老人クラブ数 

県高齢者福祉課資料 県高齢者福祉課 

  

68 老人クラブ会員数  

老人クラブ会員数/60 歳

以上住民基本台帳人口×

1,000 

69 老人ホーム数 健康福祉行政の概要 県健康長寿政策課 

養護老人ホーム・特別養

護老人ホーム・軽費老人

ホーム 

（A 型）・ケアハウス 

70 国民年金被保険者数（人口千人当た

り） 国民年金 市区町村別適用

状況 
厚生労働省 

  

71 国民年金被保険者数   

72 公営住宅等数 市町村行財政の状況 県市町村振興課   

73 水道普及率 高知県の水道 県食品・衛生課 
現在給水人口/行政区域

内人口×100 

74 ごみ総排出量 一般廃棄物処理実態調査 環境省 
総排出量=計画収集量+直

接搬入量+集団回収量 

75 旅券申請件数 旅券発給状況 県国際交流課 住民基本台帳人口を使用 

76 市町村道改良率 
高知県の道路状況 県道路課 

  

77 市町村道舗装率   

78 自家用車数 自動車数の推移 四国運輸局 
自家用車数／住民基本台

帳世帯数 

79 交通事故発生件数 
交通白書 県警察本部 

  

80 交通事故死傷者数 

81 従業地別医師数 

医師・歯科医師・薬剤師統

計 
厚生労働省 82 従業地別歯科医師数 

83 従業地別薬剤師数 

 

 

 

 

市の主要指標（出典3） 



 

 

 
 

NO. 指  標  名 資    料 出      所 備          考 

84 看護師数 県健康長寿政策課資料 県健康長寿政策課 
準看護師含む病院従

事者    

85 医療施設数 

医療施設調査 厚生労働省 

歯科診療所を除く 

86 歯科診療所数   

87 病床数   

88 国民健康保険加入率 国民健康保険事業状況報

告書 
県国民健康保険課 

国民健康保険被保険

者数/住民基本台帳人

口×100 

89 国民健康保険診療費   

90 悪性新生物死亡率 

人口動態調査 厚生労働省 

悪性新生物による死

亡者数/住民基本台帳

人口×1,000 

91 脳血管疾患死亡率 

脳血管疾患による死

亡者数/住民基本台帳

人口×1,000 

92 心疾患死亡率 

心疾患による死亡者

数（高血圧性を除く）/

住民基本台帳人口×

1,000 

93 犯罪発生率 
犯罪統計書 県警察本部 

認知件数/住民基本台

帳人口×1,000 94 犯罪検挙率 

95 火災発生件数 
県消防政策課資料 県消防政策課   

96 火災損害額 

 

 

 

 

市の主要指標（出典4） 



 

 

  
■市内の主な公共的施設（香美市市勢要覧から） 

保健・福祉・教育関連 生涯学習・ｽﾎﾟｰﾂ関連 観光・交流関連等 

中央東福祉保健所 

ふれあい交流センター 
病院・診療所・歯科（39） 
保健センター土佐山田 
（プラザ八王子内） 
保健福祉センター香北 

保健センター物部 

奥物部ふれあいプラザ 

地域福祉センター土佐山

田（プラザ八王子内） 
特別養護老人ホーム白寿
荘 
高齢者生活福祉センター 

こづみ 
保育園（7）・幼稚園（私
立） 
子育てセンターなかよし 
子育てセンターびらふ 

小学校（7）・中学校（3） 

高等学校(1)・養護学校(1) 

大学（1） 

中央公民館 

地区公民館（12） 

香北基幹集落センター 

アンパンマンミュージア
ム詩とメルヘン絵本館 
市立美術館（プラザ八王
子内） 
市立図書館（ほか分館2
箇所） 
吉井勇記念館 
奥物部美術館 
市民グラウンド 
宝町グラウンド 
土佐山田武道館宝町体育
館 

秦山公園野球場（土佐山

田スタジアム） 

ゲートボール場 

香北総合型競技施設 
美良布多目的運動広場
香北体育センター 
香北B&G海洋センター 
健康センターセレネ 
香北武道館 
之善館弓道場 
香北グラウンド農村広場 

柳沢グラウンド 

龍河洞 

甫喜ヶ峰森林公園 
鏡野公園 

秦山公園 

平山親水公園 

香北の自然公園 
ライダーズイン奥物部 
農林漁業体験実習館 
大井平体験実習館 

奥物部ふるさと物産館 

香美市いんふぉめーしょ
ん 
ほっと平山 

平山ふれあい館 

高知県森林総合センター
香北青少年の家 

べふ峡温泉 

別府キャンプ場 

べふ峡休憩所 
美良布地区集落活動セン
ター 
香美市移住定住交流セン
ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
●アンケートについて 

○数表中のｎは標本数を表しています。 

○2 つ以上の回答を要する( 複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は 100％を超える場

合があります。 

○集計は小数点以下第２位を四捨五入しています。そのため回答比率の合計は必ずしも100％

にならない場合があります。 

 

１市民アンケート 
 

 

（1）今後の居住について 
「住み続けたい」が50.9％で最も多く、次いで「どちらかといえば住み続けたい」が34.6％、

「どちらかといえば住みたくない」が8.4％、「住みたくない」が2.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民意識 

【調査対象】18歳以上の市内居住者から1,000人を無作為抽出 

【調査期間】2021年（令和3年)7月 

【回収結果】配布数1,000人/有効回収数344件/有効回収率34.4% 

55.1 

47.0 

49.4 

50.9

29.2 

37.5 

35.9 

34.6

11.0 

12.2 

9.8 

8.4

2.4 

1.3 

2.2 

2.3

2.3 

2.0 

2.7 

3.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

前々々回

前々回

前回

今回

住み続けたい どちらかと言えば住み続けたい どちらかといえば住みたくない

住みたくない 無回答



 

 

（２）住みたくない理由 
「日常の買い物が不便だから」が 54.19% で最も多く、次いで「道路事情や交通の便が悪いから」が 

40.57%、「スポーツ・レジャー施設や文化施設が不十分だから」が 16.2% となっています。 

 

 

 

 

 

（3）整備が必要な施設 
「商店・スーパー」が40.4％で最も多く、次いで「下水・排水路」が20.6％、「街路灯・防犯灯」が

20.1％、「文化施設」が16.6％、「福祉施設」が16.0％となっています。 

 

13.5%

2.7%

2.7%

2.7%

5.4%

5.4%

5.4%

8.1%

13.5%

13.5%

16.2%

40.5%

54.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

13．その他

12．自然の減少や環境の悪化が進んでいるから

11．宅地が確保しにくい等、住環境の整備が遅れてい…

10．消防、防災、防犯体制に不安を感じるから

9．上下水道などの生活環境施設の整備が遅れている…

8．保健・医療分野のサービスや施設が不十分だから

7．子どもの保育・教育のことが心配だから

6．福祉分野のサービスや施設が不十分だから

5．市内に適当な職場が少ないから

４．地域の行事や近所づきあいが面倒だから

3．スポーツ・レジャー施設や文化施設が不十分だから

2．道路事情や交通の便が悪いから

1．日常の買い物が不便だから

6.1%

11.3%

3.8%

3.8%

4.1%

4.7%

4.9%

5.2%

9.3%

10.8%

11.9%

13.1%

14.8%

16.0%

16.6%

20.1%

20.6%

40.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

無回答

17．その他

16．上水道

15．広場

14．公営住宅

13．墓地・葬祭施設

12．防火水槽・消火栓

11．駐車場

10．ごみ収集場

9．公園

8．集会所・コミュニティ施設

7．図書館

6．スポーツ施設

5．福祉施設

4．文化施設

3．街路灯・防犯灯

２．下水道・排水路

1．商店・スーパー



 

 

 
（4）今後、力をいれるべきまちづくり 

「子どもの夢を応援する教育のまち」が41.6％で最も多く、「高齢者・障碍者を大事にする

支え合いのまちが37.4％、「防災・防犯に力をいれる安全・安心なまち」が37.2％、「高齢

者・障害者を大事にする支え合いのまち」が 34.9%、「農林漁業が元気な地場産業のまち」

が25.0%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

6.7%

2.3%

8.4%

9.6%

16.0%

16.9%

18.9%

23.0%

24.1%

25.0%

34.9%

37.2%

41.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

無回答

12．その他

11．市民参画による「みんなで築くまち」

10．伝統文化や芸術を大事にする「文化のまち」

9．買い物客でにぎわう「商業のまち」

8．新しい産業がおこる「先端産業のまち」

７．外の人を受け入れ、触れあいや交流が生まれる…

6．美しいまちなみ、快適な住まいの「生活タウン」

5．自然や歴史を守る「環境のまち」

４．農林漁業が元気な「地場産業のまち」

3．高齢者・障害者を大事にする「支え合いのまち」

2．防災・防犯に力をいれる「安全・安心なまち」

1．子どもの夢を応援する「教育のまち」



 

 

２結婚子育て 

 

（1） 結婚について取り組んでもらいたいこと 
「安定した雇用の支援」が50.6% で最も多く、若い夫婦への住まいの支援」が 45.8%、「結婚祝い金などの

経済的支援」が 41.0%、「行政がやる必要がない」が16.94％となっています。前回調査と同様に雇

用、住まい、経済面への支援の希望が多くなる傾向がみられます。 

 

（2） 出産・子育てについて課題となること 
「子育てにや教育にお金がかかりすぎる」が49.46% で最も多く、「育児・出産の心理的・肉体的な負担」

が32.5%、「年齢的な問題」が25.3%、「子どもを預ける施設が整っていない」が25.3％となっています。 

        N＝83

【調査対象】18歳以上50歳未満の市内居住者 

14.5%

8.4%

0.0%

1.2%

3.6%

3.6%

9.6%

16.9%

41.0%

45.8%

50.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

11.無回答

10.その他

9.若い世代への結婚に関する講習会

8.交際術やマナーなどを学ぶ講座

7.結婚相談窓口（仲立ち）

6.結婚を推奨するようなＰＲ

5.婚活イベントなどによる出会いの場の提供

4.行政がやる必要はない

3.結婚祝い金などの経済的支援

2.若い夫婦への住まいの支援

1.安定した雇用の支援

2.4%

0.0%

2.4%

6.0%

7.2%

10.8%

11%

20.5%

20.5%

25.3%

25.3%

32.5%

49.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

13.無回答

12.その他

11.妊娠・出産・子育てに関する情報不足

10.配偶者の家業・育児への協力が見込めない

9.ほしいけれど、できない

8.家が狭い

7.課題は特にない

6.自分の仕事に差し支える

5.子育てを手助けしてくれる人がいない

4.子どもを預ける施設が整っていない

3.年齢的な問題

2.育児・出産の心理的・肉体的な負担

1.子育てや教育にお金がかかりすぎる



 

 

 
 

 

 

計画の策定は、庁内組織、香美市振興計画・総合戦略審議会、香美市まちづくり委員会 での

審議や市民意識調査等により策定しました。 

 

 

第2次振興計画の基本理念に基づき、事業の進捗状況や社会状況の変化に対応した見直しを行

いました。 

 
 

❷

計画は進捗状況の検証を行い、適宜見直しをしていきます。 
 

 

   

計画の策定と管理 

参加 

協働 

庁内 

評価 見直し 

実施 計画 

第２次香美市振興計画策定本部、同専門委員会

を設置し全庁的な体制で策定 

香美市振興計画審議会で審議 

市民意識調査、パブリックコメントを募集 

各部署 

香美市振興計画審議会 



 

 

    
年 月 日 経 過 

令和3年4月1日 審議会委員公募開始 

令和3年4月1日 第２次香美市振興計画策定本部設置要綱制定 

令和3年4月1日 第２次香美市振興計画策定専門委員会設置要綱制定 

令和3年5月6日 第1回本部会 

令和3年6月28日 第1回専門委員会 

令和3年7月1日 
無作為抽出された18歳以上の市民1,000名を対象に市民アンケ

ートを実施（回収率34.43%） 

令和3年8月2日 第２回本部会 

令和3年8月11日 第１回審議会 

令和3年10月1日 第３回本部会 

令和3年10月21日 第２回審議会 

令和3年〇月〇日～〇日 後期基本計画（素案）に対するパブリックコメントを募集 

令和〇年〇月〇日 第 ４回本部会 

令和〇年〇月〇日 第３回審議会 

令和〇年〇月〇日 第2次香美市振興計画について答申                         

計画策定経過 



 

 

    

          

 
3香美企画第3023号

令和3年8月11日 

香美市振興計画審議会長 様 

 

 

香美市長 法光院 晶一 

 

 

第２次香美市振興計画後期基本計画について（諮問） 

 

 香美市振興計画審議会条例（平成１８年条例第２９号）第2条の規定に基づき、第２次

香美市振興計画後期基本計画について、貴審議会の意見を求めます。 



 

 

       
 職      名 氏 名 備 考 

1 高知工科大学地域連携機構長 岩田 誠 会 長 

2 香美市農業委員会長 原 心一 副会長 

3 高知工科大システム工学群准教授 西内 裕晶   

4 NPO法人いなかみ代表理事 近藤 純次   

5 香美市防災士連絡会長 武内 土佐雄   

6 高知工科大システム工学群教授 高木 方隆   

7 中央東福祉保健所長 竹崎 恵彦   

8 香美市社会福祉協議会長 弘末 俊郎   

9 香美市商工会長 寺村 勉   

10 香美森林組合長 石川 彰宏   

11 物部森林組合長 小松 律男   

12 物部川地域産業振興監 土居 秀臣   

13 香美市教育委員 宮地 憲一   

14 高知県立大学地域教育研究センター長 清原 泰治   

15 自治会関係者（土佐山田町） 織田 秀幸   

16 自治会関係者（香北町） 杉本 雄一   

17 自治会関係者（物部町） 真島 貴彦   

18 公募 近森 緑   

 

香美市振興計画審議会委員名簿 



 

 

    
 役   職 氏  名 

本部長 副市長 今田 博明 

副部長 教育長 白川 景子 

 香北支所長 前田 哲夫 

 物部支所長 竹崎 澄人 

 教育次長 兼給食センター所長 秋月 建樹 

 総務課長 川田 学 

 管財課長 和田 雅充 

 防災対策課長 日和佐 干城 

 税務収納課長 明石 清美 

 定住推進課長 中山 繁美 

 市民保険課長 植田 佐智 

 健康介護支援課長 宗石 こずゑ 

 健康介護支援課参事 横山 和彦 

 福祉事務所長 中山 泰仁 

 農林課長 兼農業委員会事務局長 川島 進 

 商工観光課長 石元 幸司 

 建設課長 井上 雅之 

 建設課参事 近藤 浩伸 

 ふれあい交流センター所長 猪野 高廣 

 環境上下水道課長 明石 満雄 

 環境上下水道課参事 依光 伸枝 

 消防長 宮地 義之 

 教育振興課長 公文 薫 

 生涯学習振興課長 黍原 美貴子 

 議会事務局長 兼監査委員事務局長 一圓 幹生 

 会計課長 萩野 貴子 

 企画財政課長 佐竹 教人   

第2次香美市振興計画策定本部員名簿 



 

 

      
部会名 所  属 氏  名 備 考 

教育部会 教育振興課学校教育班 一圓 まどか 会 長 

産業部会 農林課農政班 前田 薫 副会長 

建設部会 建設課都市計画班 岡林 良浩 部会長 

建設部会 建設課土木班 野村 文紀   

建設部会 定住推進課まちづくり班 中島 昌之   

建設部会 香北支所 畑山 和義   

建設部会 物部支所 森田 美紀   

環境部会 環境上下水道課工務班 恒石 政志 部会長 

環境部会 防災対策課防災対策班 井上 和憲   

環境部会 環境上下水道課環境班 岡村 昭彦   

環境部会 消防課  正幸   

健康福祉部会 市民保険課保険班 中川 英斉   

健康福祉部会 健康介護支援課社会長寿班 萩野 わか   

健康福祉部会 健康介護支援課健康づくり班 西村 昭彦   

健康福祉部会 福祉事務所社会福祉班 川渕 美香   

産業部会 農業委員会事務局 和田 小百合 部会長 

産業部会 農林課林政班 山﨑 由美子   

産業部会 商工観光課商工観光班 濱田 さおり   

教育部会 教育振興課幼保支援班 小松 幸春 部会長 

教育部会 生涯学習振興課スポーツ班 影山 達也   

教育部会 生涯学習振興課文化班 宇根 由紀   

教育部会 少年育成センター 伊井 英智   

教育部会 中央公民館 依光 隆司   

行政まちづくり

部会 
総務課 森下 研 部会長 

行政まちづくり

部会 
税務収納課収納班 細木 陽子   

行政まちづくり

部会 
会計課会計班 都築 由美   

行政まちづくり

部会 
議会事務局 大和 正明   

行政まちづくり

部会 
企画財政課 吉良 未知留    

第2次香美市振興計画策定専門委員会委員名簿 



 

 

 
 香美市振興計画審議会条例  

 
 （設置）  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき香美市振興計画審

議会（以下「審議会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、香美市振興計画の策定及び進捗に関する事項について調査及び

審議を行い、市長に答申する。  

（組織）  

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。  

(1) 市教育委員会の委員  

(2) 市農業委員会の委員  

(3) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員  

(4) 学識経験者  

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

２ 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。  

３ 委員の再任は妨げない。  

（会長及び副会長）  

第５条 審議会に会長及び副会長を各１人置き、委員の互選によってこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条 審議会は、会長が招集する。  

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 会長は、会議の議長となる。  

４ 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決定するところによる。  

５ 委員は、事故その他やむを得ない理由により審議会の会議に出席できないときは、あらかじめ会長の

承認を得て、代理人を出席させることができる。  

６ 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くこ

とができる。  

（庶務）  

第７条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。  

（委任）  

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成１８年３月１日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 委員が委嘱又は任命された後の最初に招集すべき審議会は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長

が招集する。  

附 則（平成２３年３月１６日条例第１４号）  

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則（平成２５年１２月２０日条例第３９号）  

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年３月２３日条例第５号）  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

（香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２ 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年香美市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 



 

 

 

〔次のよう〕略  

附 則（平成２９年６月２３日条例第２０号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則（令和元年６月２６日条例第３号）  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２ 香美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年香美市条例第５０

号）の一部を次のように改正する。  

 

〔次のよう〕略  

附 則（令和元年１２月２０日条例第２９号）  

この条例は、公布の日から施行する                                                 



 

 

 
第2次香美市振興計画策定本部設置要綱 

 

(設置) 

第1条 第2次香美市振興計画（以下「計画」という。）の策定のため、第2次香美市振興計画策定本部（以

下「策定本部」という。）を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 策定本部は、次に掲げる事務を行う。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) 計画の策定に関し、必要な統合調整に関すること。 

(3) その他計画の策定に関する必要な事項に関すること。 

(構成) 

第3条 策定本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。 

２ 本部長は、副市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、教育長をもって充てる。 

４ 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。 

(職務) 

第4条 本部長は、本部の事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 策定本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

(事務局) 

第6条 策定本部の事務を処理するため、企画財政課に事務局を置く。 

２ 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、企画財政課長をもって充て、本部長の命を受けて局務を掌理する。 

(委任) 

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定本部の設置に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 

（失効） 

２ この訓令は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。 

 

 

別表（第3条関係） 

 

香北支所長 物部支所長 教育次長 総務課長 管財課長 防災対策課長 定住推進課

長 市民保険課長 健康介護支援課長 税務収納課長 福祉事務所長 農林課長 商工

観光課長 建設課長 環境上下水道課長 ふれあい交流センター所長 消防長 教育振興

課長 生涯学習振興課長 農業委員会事務局長 議会事務局長 監査委員事務局長 会

計課長 企画財政課長 健康介護支援課参事 建設課参事 環境下水道課参事  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第2次香美市振興計画策定専門委員会設置要綱 

 

(設置) 

第1条 第2次香美市振興計画（以下「計画」という。）の策定のため、第2次香美市振興計画策定専門委員会

（以下「専門委員会」という。）を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 専門委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。 

(1) 計画策定に関すること。 

(2)  計画策定のための基礎調査資料の現況分析に関すること。 

(3) その他計画策定に必要な調査研究に関すること。 

(構成員) 

第3条 専門委員会の委員は、各部署より推薦を受けた班長級又は係長級の職員で市長が任 

 命するものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第4条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第5条 専門委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。 

(専門部会) 

第6条 専門委員会に、次の専門部会（以下「部会」という。）を置く。 

(1) 建設部会 

(2) 環境部会 

(3) 健康福祉部会 

(4) 産業部会 

(5) 教育部会 

(6) 行政まちづくり部会 

２ 部会のメンバーは、委員長が委員の中から指名する。 

３ 部会に部会長を置き、メンバーの互選により選任する。 

４ 部会は、計画策定に関する資料の収集及び分析並びに計画案の作成を行う。 

(事務局) 

第7条 専門委員会の事務を処理するため、企画財政課に事務局を置く。 

(委任) 

第8条 この訓令に定めるもののほか、専門委員会の設置に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

  

附 則 

(施行期日) 

１ この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 

(失効) 

２ この訓令は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。 

(招集の特例) 

３ 第5条第1項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以降最初に開かれる会議は、事務局が招集する。 

 

 

 

 


